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基づく世田谷区立障害者福祉施設

の指定管理者の指定の公告（４） 11
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○世田谷区区民健康村条例に基づく

世田谷区区民健康村の指定管理者

の指定の公告（10） 12

○世田谷区街づくり条例に基づく地
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規 則（教）

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の設置に関する規則の一部を

改正する規則（１） 12

告 示（農）

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（１） 13

告 示（監）

○地方自治法に基づく令和３年度定

期監査の結果の報告の公表（１） 13

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和４年１月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第１号

世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第２号

世田谷区街づくり条例の施行等に関する

規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第３号

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第４号

世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛

争の予防と調整に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区規則第５号

世田谷区建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区規則第６号

世田谷区みどりの基本条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。

第６号の10様式を次のように改める。

様式省略

附 則

１ この規則は、令和４年２月１日から施

行する。

２ この規則による改正前の世田谷区特別

区税条例施行規則（以下「改正前の規則」

という。）の規定に基づき作成された様

式であって、令和４年１月１日から同月

31日までの間に提出されたものについて

は、この規則による改正後の世田谷区特

別区税条例施行規則の規定に基づき作成

された様式とみなす。

３ この規則の施行の際、改正前の規則の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。

世田谷区街づくり条例の施行等に関

する規則の一部を改正する規則

世田谷区街づくり条例の施行等に関する

規則（平成７年３月世田谷区規則第38号）

の一部を次のように改正する。

第16条第１項第７号中「第５条第１項か

ら第３項まで」を「第５条第１項から第５

項まで」に改める。

附 則

１ この規則は、令和４年２月20日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項の規定は、公布の日から施行す

る。

２ この規則による改正後の第16条第１項

第７号に掲げる行為に係る届出は、施行

日前においても行うことができる。

世田谷区ユニバーサルデザイン推進

条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則（平成19年４月世田谷区規則第55

号）の一部を次のように改正する。

別表（別表第11を除く。）中「すべて」

を「全て」に、「車いす使用者用便房」を

「車椅子使用者用便房」に、「車いす使用者

用客室」を「車椅子使用者用客室」に、

「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使

用者用駐車施設」に、「かご」を「籠」に、

「車いす使用者が」を「車椅子使用者が」

に、「こう配」を「勾配」に、「踊場」を

「踊り場」に、「車いすが」を「車椅子が」

に、「車いすの」を「車椅子の」に、「車い

すで」を「車椅子で」に、「車いす使用者、

つえ使用者等」を「車椅子使用者、つえ使

用者等」に、「車いすを」を「車椅子を」

に、「車いす使用者の」を「車椅子使用者

の」に、「車いす使用者等」を「車椅子使

用者等」に、「車いす使用者用停車施設」

を「車椅子使用者用停車施設」に、「、さ

く」を「、柵」に、「車いす使用者を」を

「車椅子使用者を」に、「車いす使用者用観

覧スペース等」を「車椅子使用者用観覧ス

ペース等」に、「車いすあたり」を「車椅

子あたり」に、「車いす対応型エスカレー

ター」を「車椅子対応型エスカレーター」

に、「さく等」を「柵等」に、「車いすスペー

ス」を「車椅子スペース」に改める。

第13条第１項第１号カ中「第５条第１項

から第３項まで」を「第５条第１項から第

５項まで」に改める。

別表第２の７の項中「エレベーター（」

を「エレベーターその他の昇降機（」に、

「「告示」を「「平成18年国土交通省告示第

1492号」に、「エレベーターを」を「エレ

ベーターその他の昇降機を」に改め、「。

以下同じ」を削り、同項ア中「平成12年建

設省告示第1413号」の次に「。以下「平成

12年建設省告示第1413号」という。」を加

える。

別表第３の７の項第１号中「告示第１に

規定するもの」を「平成18年国土交通省告

示第1492号第１に規定するエレベーターそ

の他の昇降機」に改め、同号ア中「特殊な

構造又は使用形態のエレベーター及びエス

カレーターの構造方法を定める件」を「平

成12年建設省告示第1413号」に改め、同項

第２号中「（告示」を「（平成18年国土交通

省告示第1492号」に改め、「平成12年建設

省告示第1417号」の次に「。以下「平成12

年建設省告示第1417号」という。」を加え、

同表の15の項第３号力中「若しくはその一

部又は１の項第１号アに規定する経路若し

くは」を「又は」に改める。

別表第７の１の項第３号中「車止めさく」

を「車止め柵」に改める。

別表第11の１の項整備項目の欄中「路外

駐車場車いす使用者用駐車施設」を「路外

駐車場車椅子使用者用駐車施設」に改め、

同項整備基準・遵守基準の欄第１号中「車

いす使用者が」を「車椅子使用者が」に、

「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」を

「路外駐車場車椅子使用者用駐車施設」に

改め、同項第２号中「路外駐車場車いす使

用者用駐車施設」を「路外駐車場車椅子使

用者用駐車施設」に改め、同表の２の項第

１号中「路外駐車場車いす使用者用駐車施

設」を「路外駐車場車椅子使用者用駐車施

設」に改め、同項第２号ウ中「車いすの」

を「車椅子の」に改め、同号エ 中「こう

配」を「勾配」に改め、同号エ 中「踊場」

を「踊り場」に改め、同項第３号中「路外

駐車場車いす使用者用駐車施設」を「路外

駐車場車椅子使用者用駐車施設」に改める。

別表第12の７の項中「エレベーターは」

を「エレベーターその他の昇降機（平成18

年国土交通省告示第1492号第１第１号に規

定するエレベーターその他の昇降機をいう。）

は」に改め、同項ア中「特殊な構造又は使

用形態のエレベーター及びエスカレーター

の構造方法を定める件」を「平成12年建設

省告示第1413号」に改める。

別表第13の７の項第１号中「エレベーター

は」を「エレベーターその他の昇降機（平

成18年国土交通省告示第1492号第１第１号

に規定するエレベーターその他の昇降機を

いう。）は」に改め、同号ア中「特殊な構

造又は使用形態のエレベーター及びエスカ

レーターの構造方法を定める件」を「平成

12年建設省告示第1413号」に改め、同項第

２号中「通常の使用状態において人又は物

が挟まれ、又は障害物に衝突することがな

いようにしたエスカレーターの構造及びエ

スカレーターの勾
こう

配に応じた踏段の定格速

度を定める件」を「平成12年建設省告示第

1417号」に改める。

附 則

……

…………………

……………

…………………………

……

……………

……………………

………………………………………

……………………

………………………………………

……
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１ この規則は、令和４年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

次項の規定 公布の日

第13条第１項第１号カの改正規定

令和４年２月20日

２ この規則による改正後の第13条第１項

第１号カに掲げる行為に係る工事の計画

の届出は、前項第２号に定める日前にお

いても行うことができる。

世田谷区中高層建築物等の建築に係

る紛争の予防と調整に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛

争の予防と調整に関する条例施行規則（昭

和53年12月世田谷区規則第65号）の一部を

次のように改正する。

第５条第１項第13号中「第５条第１項か

ら第３項まで」を「第５条第１項から第５

項まで」に、「（同法第６条第２項（同法第

８条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による申出がある場合に限る。）」を

「又は同法第18条第１項に規定する許可の

申請」に改め、同項第14号中「（同法第54

条第２項の規定による申出がある場合に限

る。）」及び「（同条第２項において準用す

る同法第54条第２項の規定による申出があ

る場合に限る。）」を削る。

附 則

１ この規則は、令和４年２月20日から施

行する。

２ この規則による改正後の第５条第１項

第13号及び第14号の規定は、令和４年４

月21日以後に行うこれらの号に掲げる手

続に係る中高層建築物及び特定建築物に

ついて適用する。

世田谷区建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律施行規則（平成14年５月世

田谷区規則第61号）の一部を次のように改

正する。

第３条第１項中「第３条」を「第６条」

に改める。

第２号様式裏面中「第８条」を「第９条」

に、「法中前段に規定する事務」を「法の

規定中当該事務」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区みどりの基本条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区みどりの基本条例施行規則（平

成17年４月世田谷区規則第77号）の一部を

次のように改正する。

第20条第１項第５号中「第５条第１項か

ら第３項まで」を「第５条第１項から第５

項まで」に改める。

附 則

この規則は、令和４年２月20日から施行

する。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第１号

庁 中 一 般

総 合 支 所

出 張 所

世田谷区住民基本台帳事務取扱規程（昭

和58年10月世田谷区訓令甲第51号）の一部

を次のように改正する。

令和４年１月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

第３号様式 から第３号様式 までを次

のように改める。

様式省略

附 則

この訓令の施行の際、この訓令による改

正前の第３号様式 及び第３号様式 の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に残

存するものは、当分の間、修正して使用す

ることができる。

告 示

◎世田谷区告示第１号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の20第３項及び第59条の４第１項

の規定による指定事項の変更の届出があっ

たので、世田谷区指定障害児通所支援事業

者及び指定障害児入所施設の指定等に関す

る規則（令和元年11月世田谷区規則第49号）

第７条第１項の規定により別紙のとおり告

示する。

令和４年１月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第２号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和４年１月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第３号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の10第１項及び第59条の４第１項の規

定による指定小児慢性特定疾病医療機関の

指定の更新をしたので、同法第19条の19第

１号及び第59条の４第１項の規定により別

紙のとおり告示する。

令和４年１月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第４号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和４年１月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第５号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜二丁目577番12の内か

ら577番13の内まで

３ 変更の区域

延 長 16.83メートル

幅 員 0.18メートルから

0.30メートルまで

面 積 3.35平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月５日

◎世田谷区告示第６号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の取消しをした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年１月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定取消番号 第2889号

２ 指定取消年月日 令和４年１月５日

３ 指定取消の位置 世田谷区下馬五丁

目１番４の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 34.50メートル

６ 申請者氏名 アーク不動産株式

会社

代表取締役 髙山

芳夫

◎世田谷区告示第７号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区世田谷二丁目802番17地

先無番

３ 変更の区域

延 長 6.85メートル

幅 員 2.36メートル

面 積 16.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第８号

令和４年２月21日 （第731号）
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世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｇ054－01

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区桜一丁目729番10地

先無番から729番６地先無番

まで

（新）世田谷区桜一丁目729番10地

先無番から729番23地先無番

まで

３ 廃止の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第９号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

39－24

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷三丁目520番12か

ら520番14の内まで

３ 変更の区域

延 長 33.50メートル

幅 員 0.06メートルから

0.20メートルまで

面 積 6.27平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第10号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区成城四丁目515番４の内

３ 変更の区域

延 長 4.24メートル

幅 員 0.00メートルから

0.01メートルまで

面 積 0.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第11号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区東玉川二丁目186番２の

内

３ 変更の区域

延 長 9.49メートル

幅 員 0.08メートルから

0.09メートルまで

面 積 0.86平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第12号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋二丁目135番１

の内

３ 変更の区域

延 長 7.03メートル

幅 員 0.53メートルから

0.72メートルまで

面 積 4.42平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月７日

◎世田谷区告示第13号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区太子堂三丁目71番６の内

３ 変更の区域

面 積 1.32平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月11日

◎世田谷区告示第14号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｄ268－03

２ 変更の区間

世田谷区太子堂三丁目71番６の内

３ 変更の区域

延 長 6.19メートル

幅 員 0.15メートルから

0.24メートルまで

面 積 1.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月11日

◎世田谷区告示第15号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｄ366－05

12－Ｄ366－06

２ 変更の区間

世田谷区太子堂二丁目344番42の

内

世田谷区太子堂二丁目344番９の

内から344番42の内まで

３ 変更の区域

延 長 8.23メートル

幅 員 0.00メートルから

0.40メートルまで

面 積 2.28平方メートル

延 長 21.56メートル

幅 員 1.58メートルから

1.68メートルまで

面 積 35.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月11日

◎世田谷区告示第16号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

43－Ｄ502－04

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷一丁目73番95の内

３ 変更の区域

延 長 13.17メートル

幅 員 0.11メートルから

0.26メートルまで

面 積 2.49平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年２月21日 （第731号）
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令和４年１月12日

◎世田谷区告示第17号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷一丁目439番31

の内

３ 変更の区域

延 長 15.42メートル

幅 員 0.14メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月12日

◎世田谷区告示第18号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区北烏山一丁目882番７

３ 変更の区域

延 長 6.49メートル

幅 員 0.27メートル

面 積 1.78平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月12日

◎世田谷区告示第19号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第

５条第１項の規定に基づき、自動車の交通

量が極めて少ないと認める特別区道を次の

とおり指定するので、車両の通行の許可の

手続等を定める省令（昭和36年建設省令第

28号）第２条第１項の規定により告示する。

この関係図面は、令和４年１月13日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。

令和４年１月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 路線名

特別区道

２ 指定区間

世田谷区桜上水二丁目６番先

３ 指定年月日

令和４年１月13日

◎世田谷区告示第20号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－34

41－34

２ 変更の区間

世田谷区世田谷三丁目1023番15

世田谷区世田谷三丁目1023番16

３ 変更の区域

延 長 2.97メートル

幅 員 0.00メートルから

0.008メートルまで

面 積 0.01平方メートル

延 長 11.04メートル

幅 員 0.00メートルから

0.01メートルまで

面 積 0.09平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月14日

◎世田谷区告示第21号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

37－18

２ 変更の区間

世田谷区桜上水二丁目695番32の

内

３ 変更の区域

延 長 6.46メートル

幅 員 1.15メートルから

1.17メートルまで

面 積 7.54平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月14日

◎世田谷区告示第22号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－31

２ 変更の区間

世田谷区北烏山一丁目1016番48

３ 変更の区域

延 長 11.31メートル

幅 員 0.99メートルから

1.00メートルまで

面 積 11.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月14日

◎世田谷区告示第23号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区野沢二丁目71番１の内

３ 変更の区域

延 長 3.72メートル

幅 員 2.13メートルから

2.19メートルまで

面 積 8.04平方メートル

◎世田谷区告示第24号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三宿一丁目130番６の内

から129番８の内まで

３ 変更の区域

延 長 9.81メートル

幅 員 0.06メートルから

0.13メートルまで

面 積 0.91平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月14日

◎世田谷区告示第25号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢二丁目489番３の内

世田谷区奥沢二丁目489番３の内

３ 変更の区域

延 長 6.83メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 1.25平方メートル

面 積 1.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月14日

◎世田谷区告示第26号

令和４年２月21日 （第731号）
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区玉川田園調布二丁目684

番５の内

３ 変更の区域

延 長 2.88メートル

幅 員 0.05メートルから

0.07メートルまで

面 積 0.19平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月17日

◎世田谷区告示第27号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の変更をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定変更番号 第2890号

２ 指定変更年月日 令和４年１月14日

３ 指定変更の位置 世田谷区東玉川一

丁目４番５の一部

４ 道路の幅員 1.00～1.14メート

ル

５ 道路の延長 16.15メートル

６ 申請者氏名 服部 秀樹

服部 正寿

◎世田谷区告示第28号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第29号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

43－12

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷五丁目642番34の

内

３ 変更の区域

延 長 17.05メートル

幅 員 0.04メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月17日

◎世田谷区告示第30号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上北沢四丁目1110番129

の内

３ 変更の区域

延 長 6.67メートル

幅 員 0.51メートルから

0.52メートルまで

面 積 3.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月17日

◎世田谷区告示第31号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田三丁目733番14

３ 変更の区域

延 長 11.90メートル

幅 員 0.60メートルから

0.63メートルまで

面 積 7.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月17日

◎世田谷区告示第32号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 カノン用賀

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

用賀三丁目８番

18号グリーンハ

ウスＮｏ．101－

１階

３ 事業者の名称 大和ライフネク

スト株式会社

４ 廃止届受理年月日 令和３年12月23

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第33号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 シーエルポート

世田谷

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

用賀三丁目８番

18号グリーンハ

ウスＮｏ．101－

１階

３ 事業者の名称 大和ライフネク

スト株式会社

４ 廃止届受理年月日 令和３年12月23

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第34号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

59－19

２ 供用開始の区間

世田谷区若林三丁目153番15から

153番16まで

３ 供用開始の区域

延 長 9.77メートル

幅 員 1.12メートルから

1.19メートルまで

面 積 11.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月18日

◎世田谷区告示第35号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原三丁目877番53の内

から877番52の内まで

３ 変更の区域

延 長 27.76メートル

幅 員 0.02メートルから

0.57メートルまで

面 積 10.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

令和４年２月21日 （第731号）
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◎世田谷区告示第36号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ012－04

２ 変更の区間

世田谷区代沢二丁目124番20の内

３ 変更の区域

延 長 17.70メートル

幅 員 0.69メートルから

0.73メートルまで

面 積 12.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

◎世田谷区告示第37号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代沢二丁目124番20の内

３ 変更の区域

延 長 9.96メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 8.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

◎世田谷区告示第38号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ307－04

２ 変更の区間

世田谷区代田六丁目1009番10の内

３ 変更の区域

延 長 12.71メートル

幅 員 0.13メートルから

0.15メートルまで

面 積 1.79平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

◎世田谷区告示第39号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｄ024－04

２ 変更の区間

世田谷区豪徳寺一丁目2057番１の

内

３ 変更の区域

延 長 12.23メートル

幅 員 0.12メートルから

0.25メートルまで

面 積 1.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

◎世田谷区告示第40号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ132－15

２ 変更の区間

世田谷区代沢五丁目1140番19の内

３ 変更の区域

延 長 8.93メートル

幅 員 0.22メートルから

0.23メートルまで

面 積 2.07平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月19日

◎世田谷区告示第41号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和４年１月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 デイサービスセン

ターＨＣるーすと

２ 事業所の所在地 東京都新宿区西新

宿四丁目11番７号

アネックス西新宿

１階

３ 事業者の名称 株式会社ハピネス

ケア

４ 指定年月日 令和４年１月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第42号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和４年１月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ソラールデイサー

ビス

２ 事業所の所在地 東京都中野区本町

六丁目39番８号ソ

ラールＫＳ

３ 事業者の名称 一般社団法人ソラ

ール

４ 指定年月日 令和３年10月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第43号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

42－50

２ 変更の区間

世田谷区千歳台一丁目１番76から

１番75まで

３ 変更の区域

延 長 9.50メートル

幅 員 0.23メートルから

0.25メートルまで

面 積 2.34平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月20日

◎世田谷区告示第44号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬五丁目14番３の内

３ 変更の区域

延 長 2.04メートル

幅 員 0.08メートル

面 積 0.17平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月20日

◎世田谷区告示第45号

区管理水路を次のように廃止したので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和４年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年２月21日 （第731号）
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令和４年１月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

42－Ｚ130

２ 位置

世田谷区給田二丁目690番６地先

無番から688番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和４年１月24日

◎世田谷区告示第46号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和４年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

42－Ｇ162

２ 指定する起終点

世田谷区給田二丁目690番６地先

無番から682番１地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第47号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

32－Ｅ005－04

２ 変更の区間

世田谷区深沢三丁目６番272の内

３ 変更の区域

延 長 3.63メートル

幅 員 1.00メートル

面 積 3.63平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月24日

◎世田谷区告示第48号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－41

41－41

２ 変更の区間

世田谷区東玉川一丁目153番12の

内から153番11の内まで

世田谷区東玉川一丁目153番12の

内

３ 変更の区域

延 長 8.85メートル

幅 員 0.16メートル

面 積 1.47平方メートル

延 長 11.48メートル

幅 員 0.16メートルから

0.22メートルまで

面 積 2.16平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月24日

◎世田谷区告示第49号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

32－23

２ 変更の区間

世田谷区東玉川二丁目19番６の内

から19番28の内まで

世田谷区東玉川二丁目19番６の内

３ 変更の区域

延 長 16.09メートル

幅 員 0.10メートルから

0.13メートルまで

面 積 1.93平方メートル

延 長 13.69メートル

幅 員 0.16メートル

面 積 2.22平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月25日

◎世田谷区告示第50号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年１月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区東玉川二丁目19番28の内

３ 変更の区域

延 長 0.08メートル

幅 員 0.10メートル

面 積 0.008平方メートル

◎世田谷区告示第51号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区等々力五丁目37番７の内

３ 変更の区域

延 長 8.75メートル

幅 員 1.72メートルから

1.74メートルまで

面 積 15.17平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月25日

◎世田谷区告示第52号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和４年１月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区等々力五丁目37番７の内

３ 変更の区域

延 長 0.05メートル

幅 員 1.74メートル

面 積 0.08平方メートル

◎世田谷区告示第53号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第54号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第55号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の取消しをした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年１月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定取消番号 第2882号

２ 指定取消年月日 令和４年１月26日

３ 指定取消の位置 世田谷区大原二丁

目1285番３の一部、

1285番16の一部、

1295番３地先無番

の一部及び1295番

３の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 33.40メートル

６ 申請者氏名 東京都知事 小池

令和４年２月21日 （第731号）
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百合子

◎世田谷区告示第56号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第２項の規定による指定道路について、

次のとおり指定の取消しをした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和４年１月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定取消番号 第2883号

２ 指定取消年月日 令和４年１月26日

３ 指定取消の位置 世田谷区大原二丁

目1295番３地先無

番の一部、1295番

３の一部、1295番

９の一部、1295番

27の一部、1295番

31の一部、1295番

32の一部、1295番

34の一部、1295番

35の一部及び1295

番43の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 25.69メートル

６ 申出者氏名 東京都知事 小池

百合子

◎世田谷区告示第57号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北烏山八丁目2207番16か

ら2207番15まで

３ 変更の区域

延 長 27.82メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 17.53平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月28日

◎世田谷区告示第58号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬三丁目869番28の内

から869番34の内まで

３ 変更の区域

延 長 18.12メートル

幅 員 0.34メートルから

0.42メートルまで

面 積 7.00平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月28日

◎世田谷区告示第59号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｄ040－03

２ 変更の区間

世田谷区太子堂五丁目165番27の

内

３ 変更の区域

延 長 12.14メートル

幅 員 0.26メートルから

0.60メートルまで

面 積 5.31平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月28日

◎世田谷区告示第60号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 カノン用賀

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区用

賀三丁目８番18号

グリーンハウスＮ

ｏ．101－１階

３ 事業者の名称 株式会社創生事業

団

４ 指定年月日 令和４年２月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第61号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

79条第１項の規定により指定居宅介護支援

事業者を指定したので、同法第85条第１号

の規定により告示する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 シーエルポート世

田谷

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区用

賀三丁目８番18号

グリーンハウスＮ

ｏ．101－１階

３ 事業者の名称 株式会社創生事業

団

４ 指定年月日 令和４年２月１日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第62号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区経堂二丁目262番19

世田谷区経堂二丁目262番20

３ 変更の区域

延 長 22.80メートル

幅 員 0.66メートルから

0.77メートルまで

面 積 16.13平方メートル

延 長 3.82メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 0.70平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月28日

◎世田谷区告示第63号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷五丁目533番７

３ 変更の区域

延 長 24.59メートル

幅 員 1.32メートルから

1.35メートルまで

面 積 32.84平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月31日

◎世田谷区告示第64号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和４年１月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和４年１月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

40－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢三丁目571番１の内

世田谷区北沢三丁目571番16

３ 変更の区域

延 長 11.05メートル

幅 員 0.14メートルから

0.18メートルまで

面 積 1.95平方メートル

延 長 2.36メートル

令和４年２月21日 （第731号）
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幅 員 0.18メートル

面 積 0.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和４年１月31日

◎世田谷区告示65号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

131条に規定する保険料の収納の事務につ

いては、同法第144条の２の規定に基づき、

次のとおり委託したので、介護保険法施行

令（平成10年政令第412号）第45条の７第

１項の規定により告示する。

令和４年１月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 ＫＤＤＩ株式会社

所在地 東京都千代田区飯田橋三

丁目10番10号

名 称 株式会社ＮＴＴドコモ

所在地 東京都千代田区永田町二

丁目11番１号

名 称 株式会社みずほ銀行

所在地 東京都千代田区大手町一

丁目５番５号

２ 委託期間

令和４年２月１日から令和４年３

月31日まで

公 告

◎世田谷区公告第１号

世田谷区営住宅管理条例（平成２年３月

世田谷区条例第21号）第29条第４項の規定

により、世田谷区営住宅の指定管理者を指

定したので、同条第５項の規定により次の

とおり公告する。

令和４年１月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

（別紙）

令和４年２月21日 （第731号）
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施設の名称 施設の位置

１
世田谷区営粕谷四

丁目アパート

粕谷四丁目11番

８号

２
世田谷区営桜丘二

丁目アパート

桜丘二丁目13番

１号

３
世田谷区営桜新町

一丁目アパート

桜新町一丁目４

番１号

４
世田谷区営鎌田二

丁目アパート

鎌田二丁目21番

10号

５
世田谷区営桜上水

三丁目アパート

桜上水三丁目10

番10号

６
世田谷区営宇奈根

一丁目アパート

宇奈根一丁目19

番１号及び２号

７
世田谷区営砧七丁

目アパート

砧七丁目14番１

号

８
世田谷区営深沢四

丁目アパート

深沢四丁目17番

１号、２号、４

号及び５号

９
世田谷区営赤堤一

丁目アパート

赤堤一丁目37番

11号

10

世田谷区営八幡山

三丁目第二アパー

ト

八幡山三丁目32

番26号

11
世田谷区営用賀二

丁目アパート

用賀二丁目22番

１号及び２号

12
世田谷区営用賀二

丁目第二アパート

用賀二丁目23番

17号及び22号並

びに24番19号及

び21号

13
世田谷区営大原一

丁目アパート

大原一丁目12番

２号

14
世田谷区営玉川三

丁目アパート

玉川三丁目27番

１号

15

世田谷区営北烏山

一丁目第二アパー

ト

北烏山一丁目５

番１号及び２号

16
世田谷区営桜新町

二丁目アパート

桜新町二丁目13

番15号

17
世田谷区営弦巻三

丁目第二アパート

弦巻三丁目15番

７号及び８号

18
世田谷区営シティ

コート世田谷給田

給田五丁目８番

５号Ｅ棟

19
世田谷区営上野毛

福寿荘

上野毛四丁目14

番７号

20
世田谷区営リラ祖

師谷

祖師谷五丁目２

番16号

21
世田谷区営フロー

レル北烏山

北烏山八丁目４

番12号

22
世田谷区営北烏山

八丁目アパート

北烏山八丁目９

番１号、２号及

び３号

23

世田谷区営千歳台

一丁目第二アパー

ト

千歳台一丁目35

番１号及び36番

２号

24
世田谷区営弦巻二

丁目アパート

弦巻二丁目15番

１号

25
世田谷区営アザレ

ア経堂

経堂一丁目６番

16号

26
世田谷区営パーク

サイド野沢

野沢三丁目３番

12号

27
世田谷区営アーク

上北沢

上北沢一丁目25

番14号

28
世田谷区営中町四

丁目アパート

中町四丁目15番

６号

29

世田谷区営上祖師

谷一丁目第二アパー

ト

上祖師谷一丁目

24番１号及び２

号

30
世田谷区営八幡山

慶明館

八幡山三丁目18

番19号

31
世田谷区営ユアー

ズ若林

若林三丁目４番

10号

32 世田谷区営フロ一 千歳台三丁目18

ラ千歳台 番11号

33
世田谷区営弦巻四

丁目第二アパート

弦巻四丁目４番

１号

34
世田谷区営弦巻四

丁目第三アパート

弦巻四丁目５番

５号

35
世田谷区営ブラン

深沢

深沢一丁目９番

17号

36
世田谷区営上用賀

四丁目アパート

上用賀四丁目14

番１号、２号及

び３号

37
世田谷区営新町一

丁目アパート

新町一丁目６番

16号、18号及び

20号

38
世田谷区営弦巻四

丁目アパート

弦巻四丁目32番

１号

39
世田谷区営上北沢

五丁目アパート

上北沢五丁目32

番14号

40
世田谷区営世田谷

二丁目アパート

世田谷二丁目27

番15号及び16号

41
世田谷区営八幡山

一丁目アパート

八幡山一丁目13

番１号

42
世田谷区営ホープ

大蔵

大蔵一丁目３番

28号

43
世田谷区営コスモ

北烏山

北烏山七丁目10

番５号

44

世田谷区営上北沢

五丁目第二アパー

ト

上北沢五丁目15

番２号、３号、

４号、６号及び

７号

45
世田谷区営上馬四

丁目アパート

上馬四丁目37番

１号及び２号

46
世田谷区営桜丘五

丁目第二アパート

桜丘五丁目45番

１号及び２号

47
世田谷区営上用賀

五丁目アパート

上用賀五丁目14

番１号及び２号

48
世田谷区営上北沢

一丁目アパート

上北沢一丁目25

番１号

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区営粕谷四丁目アパー

ト外49施設（別紙のとおり）

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで
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◎世田谷区公告第２号

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例（平成６年11月世

田谷区条例第49号）第60条第４項の規定に

より、世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世

田谷区立ファミリー住宅の指定管理者を指

定したので、同条第５項の規定により次の

とおり公告する。

令和４年１月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第３号

世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例

（平成２年９月世田谷区条例第40号）第21

条第４項の規定により、世田谷区立高齢者

借上げ集合住宅の指定管理者を指定したの

で、同条第５項の規定により次のとおり公

告する。

令和４年１月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第４号

世田谷区立障害者福祉施設条例（平成19

年12月世田谷区条例第64号）第14条第４項

の規定により、世田谷区立障害者福祉施設

の指定管理者を指定したので、同条第５項

の規定により次のとおり公告する。

令和４年１月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第５号

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

第７条第４項の規定に基づき除却した屋外

広告物等を別紙のとおり保管しているので

公告する。

令和４年１月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第６号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

令和４年２月21日 （第731号）
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49
世田谷区営玉川四

丁目アパート

玉川四丁目16番

７号

50

世田谷区営豪徳寺

アパート（１号棟

及び２号棟）

豪徳寺一丁目34

番

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立玉川三丁目特定

公共賃貸住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立上馬四丁目特定

公共賃貸住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立上用賀五丁目特

定公共賃貸住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立弦巻五丁目ファ

ミリー住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立赤堤一丁目ファ

ミリー住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立中町四丁目ファ

ミリー住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立桜丘五丁目第二

ファミリー往宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立経堂四丁目ファ

ミリー住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立深沢四丁目ファ

ミリー住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立世田谷高齢者借

上げ集合住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立太子堂高齢者借

上げ集合住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区立玉堤高齢者借上

げ集合住宅

株式会社東急コミュニ

ティー

東京都世田谷区用賀四丁目

10番１号

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立世田谷福祉作業

所

社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４

号日本生命八王子ビル２階

201

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで
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29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年１月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第７号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第９条第１項

の規定に基づき、組合の設立の認可をした

ので、同法第14条第１項の規定により、次

のとおり公告する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 組合の名称

給田北住宅マンション建替組合

２ 施行マンションの名称及びその敷地

の区域

給田北住宅

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

３ 施行再建マンションの敷地の区域

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

４ 事業施行期間

マンション建替組合設立認可公告

の日から令和８年３月まで

５ 事務所の所在地

東京都千代田区神田神保町一丁目

105番地旭化成不動産レジデンス株

式会社内

６ 設立認可の年月日

令和４年１月25日

７ 事業年度

毎年４月１日から翌年３月31日ま

で

８ 公告の方法

事務所及び施行マンション又は施

行再建マンションの敷地内の掲示板

に掲示し、特に必要があるときは官

報又は公報に掲載して行う。

９ 権利変換又は借家権の取得を希望し

ない旨の申出をすることができる期限

令和４年２月23日

◎世田谷区公告第８号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第９条第１項

の規定に基づき、組合の設立の認可をした

ので、当該認可に係る図書を同法第14条第

３項及びマンションの建替え等の円滑化に

関する法律施行令（平成14年政令第367号）

第２条の規定に基づき、次のとおり公衆の

縦覧に供する。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 施行マンションの名称及びその敷地

の区域

給田北住宅

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

２ 縦覧の場所

世田谷区都市整備政策部居住支援

課

３ 縦覧の時間

午前８時30分から午後５時まで

◎世田谷区公告第９号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和４年１月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第10号

世田谷区区民健康村条例（昭和60年11月

世田谷区条例第39号）第16条第４項の規定

により、世田谷区区民健康村の指定管理者

を指定したので、同条第５項の規定により

次のとおり公告する。

令和４年１月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第11号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和４年１月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域上祖師谷・給田地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖師

谷五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師

谷七丁目、給田一丁目、給田二丁目

及び給田三丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区烏山総合支所街づくり課

５ 縦覧期間

令和４年１月31日から同年２月14

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区烏山総合支所街づくり課

７ 意見書の提出期間

令和４年１月31日から同年２月21

日まで

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和４年１月28日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第１号

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１幼稚園業務補助員の項の次に次

のように加える。

令和４年２月21日 （第731号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

喜多見九丁目

2064番２

2064番23

2064番31

2064番32

2064番33

2064番34

大阪市北区大淀中一

丁目１番88号

積水ハウス株式会社

代表取締役 仲井

嘉浩

東京都中央区京橋二

丁目13番11号

清水総合開発株式会

社

代表取締役 四元

浩成

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

大蔵五丁目

2818番１

2818番２

2818番３

東京都武蔵野市

吉祥寺北町一丁目29

番１号

兼六土地建物株式会

社

代表取締役 鍵市

佳克

学校事務嘱

託員

１ 区立の小・中学校にお

ける文書、財務、給与等

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区民健康村富士山ビ

レジ

株式会社世田谷川場ふ

るさと公社

群馬県利根郡川場村大字谷

地1320番地

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

世田谷区民健康村中野ビレ

ジ

株式会社世田谷川場ふ

るさと公社

群馬県利根郡川場村大字谷

地1320番地

令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで
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別表第１養護教諭（代替）の項の次に次

のように加える。

別表第１学校医療的ケア看護師の項中

「区立の」の次に「幼稚園、認定こども園

及び」を加え、「児童」を「幼児、児童」

に改める。

別表第２幼稚園業務補助員の項の次に次

のように加える。

別表第２養護教諭（代替）の項の次に次

のように加える。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行

する。

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第１号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第18回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和４年１月21日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和４年１月27日（木）

午後３時00分

２ 開催場所 区役所第２庁舎第５委員

会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199

条第１項、第２項及び第４項の規定により

実施した令和３年度定期監査の結果に関す

る報告を、同条第９項の規定に基づき、公

表する。

令和４年１月17日

世田谷区監査委員 田 中 文 子

同 中 根 秀 樹

同 上 島 義 盛

同 河 村 みどり

令和４年２月21日 （第731号）
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の事務に関すること。

２ 委員会が学校運営上必

要と認めたこと。

不登校特例

校分教室養

護教諭

不登校特例校分教室におけ

る生徒への養護に関するこ

と。

学校事務嘱

託員

別表第１に掲げる学校事務

嘱託員の職務を遂行するた

めに必要な知識、能力及び

経験を有すると認められる

者

不登校特例

校分教室養

護教諭

教育職員免許法第４条第２

項に規定する養護教諭の普

通免許状を有する者
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